
令和２年度奈良県男女共同参画県民会議総会およびパブリックコメントでのご意見と県の考え方（詳細）

［意見提出１６人（または団体）、意見数５０件］

No 区分 ページ 該当箇所 ご意見の概要 県の考え方 修正箇所 修正前 修正後

1 パブコメ 表紙 【表題】
男女でつくる
幸せあふれる
奈良県計画

　性に対する考え方が多様になった
今、表題の「男女でつくる～」は「全
ての住民（または人々）でつくる～」
と変更した方がいいのではないか。

　「男女」にとどまらず、多様な人々
を含むべきという趣旨のご意見かと思
いますが、表題に関しては「男女共同
参画計画」であることをわかりやすく
明確に表したいと考えているため、原
文どおりとします。

- - -

2 パブコメ 表紙 【表題】
男女でつくる
幸せあふれる
奈良県計画

　ＬＧＢＴなど多様な性の観点から、
「男女」だと２つの性に限定した計画
名となるので、性に関わらず平等な社
会を目指していくことが明示されてい
る表現に変更していただきたい。
　また、「男女」の表現は男性・女性
の順番で性を意識してしまうのではな
いか。

No.1に同じ - - -

3 パブコメ 表紙 【表題】
男女でつくる
幸せあふれる
奈良県計画

　（性的マイノリティの視点から、）
「男女でつくる・・・」とする視点に
やや違和感がある。

No.1に同じ - - -

4 パブコメ 1 【本文】
計画策定の趣
旨

　8行目～、計画策定の趣旨として、
ジェンダー平等に関するＳＤＧｓの目
標５が掲げられていることは、大変重
要だと考えるが、目標１６の「平和と
公正をすべての人に」にＬＧＢＴにつ
いての配慮も込められ、「誰も取り残
さない社会」を実現するという広い意
味でのジェンダー平等が掲げられてい
る。
　２０３０年に向けた広い意味での
ジェンダー平等に基づく計画趣旨とし
て目標１６についてもここで合わせて
述べてほしい。

（No.1の対応と同趣旨）
　「男女」にとどまらず、多様な人々
を含むべきという趣旨のご意見かと思
いますが、「男女共同参画計画」であ
ることをわかりやすく明確に表したい
と考えているため、ＳＤＧｓの記載は
最も関連性の高い目標５のみの記載と
します。
　ただし、文中には、「『男女』にと
どまらず、幅広く多様な人々」の表現
を加えます。

P.1
31行目

…男女ともに自らの力を発揮して… …「男女」にとどまらず、幅広く多様
な人々が、ひとりひとり自らの力を発
揮して…
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No 区分 ページ 該当箇所 ご意見の概要 県の考え方 修正箇所 修正前 修正後

5 パブコメ 4,8,
13,1
5

【本文】
第2章　奈良県
の男女共同参
画の現状

・希望した人
が就業してい
る割合
・男女間の給
与格差
・家事関連従
事時間の男女
比
・育児休業取
得率

　女性の就労、働くための条件など雇
用状況について、資料も的確で提起も
前向きで整理されている。少子化が進
む中、これから女性の就労参加が大事
だと考える。働く希望を持っている女
性が増えているデータからも希望が持
てる。
　「子育て」を母親任せにするのでは
なく、様々な支援の在り方が求められ
ていると思う。地域のボランティアと
の支援など行政が推進し効果を上げて
いる実践も見られるので、交流する機
会を設ける事も大切。
　また、育児休業を県が率先して進め
ていく事も大事。男性が育児の楽しさ
を知る事も女性の就労意欲を引き出す
ことに繋がると思う。
　子育てに有利な条件、（例：住宅の
支援、保育料の減額、学童保育の充
実、保育者の増員，保育者の雇用条件
改善など）を充実させていくことは、
雇用創出も兼ねて早急の課題と考え
る。
　第４次参画計画・第２次女性活躍推
進計画に期待する。計画が具体化され
実現していくよう、知事を先頭に推進
されることをお願いしたい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

6 県民会議 47 【本文】
都道府県議会
に占める女性
の割合

　政治部門では女性の参画が少ない。
県立の大学に法学部を設置していくの
はどうか。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

7 パブコメ 47 ［女性の意思
決定への参画
の現状］（ま
とめ）

　マイノリティにとって優しい施策は
すべての人々にとっても優しく、安
心・安全な施策として動き出すと考え
ており、まとめの2つ目の項目の補足
として「しかし、女性政策を審議・作
成する場に、複合的に困難な状況にお
かれているマイノリティ女性たちの声
を反映できる場にはほど遠い現状であ
る。よって、マイノリティ女性等を県
や市町村の意思決定機関や各種審議会
委員等に登用を求める必要性が出てき
た。」を加えて欲しい。

　該当ページは、データに基づく客観
的事実を述べている箇所であるため、
原文どおりとし、ご意見の趣旨である
「マイノリティにとっても優しい施
策」については、施策体系の記載中
（P.77）に反映させます。

P.77
4行目～
追加

- このように、県民の半分以上を占める
女性ですら意見の反映が難しい現状で
は、マイノリティとされる人の意見が
政策に反映されることはさらに困難で
あるという認識の下、まずは、…
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8 県民会議 48 【基本理念】
奈良で働き暮
らす男女が自
らの力を最大
限発揮して、
ひとりひとり
の幸せを実現
し、発展する
奈良県を目指
す

　基本理念が「奈良で働き暮らす男女
が自らの力を最大限発揮して、ひとり
ひとりの幸せを実現し、発展する奈良
県を目指す」と、「男女」の表現と
なっているが、女性達に幸せになって
ほしいという思いが根底にあるので、
そこを押さえて取り組んでいただけれ
ば、新しい形の良い計画になると思
う。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

9 パブコメ 48 【基本理念】
奈良で働き暮
らす男女が自
らの力を最大
限発揮して、
ひとりひとり
の幸せを実現
し、発展する
奈良県を目指
す

　ＬＧＢＴなど多様な性の観点から、
「男女」だと２つの性に限定した理念
となるので、性に関わらず平等な社会
を目指していくことが明示されている
表現に変更していただきたい。
　また、「男女」の表現は男性・女性
の順番で性を意識してしまうのではな
いか。

No.1に同じ - - -

10 パブコメ 49 【本文】
①「主体的に
選択して過ご
す時間」を意
識した新しい
働き方・暮ら
し方の普及

　本文中の「『押し付けられている』
という負担を感じるのではなく、自発
的に取り組むことで、『主体的に選択
して過ごす時間』へと変換することが
可能」という表現について、主体的な
時間に変換しない人がいけないと言っ
ているように感じる。

　「家事や育児」が仕事や生活の充実
につながるというワーク・ライフ・シ
ナジーの例として記載しており、個人
に考え方を押し付けるものではありま
せん。今後の施策の推進にあたって
は、誤解を招かないようにしていきま
す。

- - -

11 パブコメ 49,5
0

【本文】
②新しい働き
方、暮らし方
が生み出す男
女の意識変容
③男女ともの
活躍がもたら
す奈良県の発
展

（ワークとライフの）バランス「調
和」からシナジー「相乗効果」という
定義の変化を浸透させる手法が不明だ
が、個人の幸せが活力ある奈良県の発
展に繋がればという理想は伺える。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -
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No 区分 ページ 該当箇所 ご意見の概要 県の考え方 修正箇所 修正前 修正後
12 パブコメ 49,5

0
【本文】
②新しい働き
方、暮らし方
が生み出す男
女の意識変容
③男女ともの
活躍がもたら
す奈良県の発
展

　P.1「計画策定の趣旨」にもあるよ
うに、ＳＤＧｓや国際標準では「ジェ
ンダー平等」を謳っているのに自治体
ではトーンダウンしている現実があ
る。人々の暮らしの中になかなか落と
し込めないことにもどかしく感じてい
る。
 「ジェンダー」というワードが全文
から消え、「アンコンシャス・バイア
ス」という言葉に置き換えられている
ように思うが、国の同調圧力（忖度）
はないか。「ジェンダーの捉われ」と
いう表現もなじんできたように思う
が。

　「ジェンダー平等」の達成の阻害要
因の1つが「固定的性別役割分担意
識」だと考えており、この計画では、
その意識の払拭を基本目標にしていま
す。
　「アンコンシャス・バイアス」はこ
の固定的性別役割分担意識への思い込
みであり、「ジェンダー」を置き換え
たものではありません。

- - -

P.1
31行目

…男女ともに自らの力を発揮して… …「男女」にとどまらず、幅広く多様
な人々が、ひとりひとり自らの力を発
揮して…

P.50
見出し

③男女ともの活躍がもたらす奈良県の
発展

③ひとりひとりの活躍がもたらす奈良
県の発展

P.50
2行目～

…多くの男女が個人の幸せを追求する
だけではなく、社会の担い手として、
それぞれの力を最大限に発揮するよう
になれば…

…多くの人々が個人の幸せを追求する
だけではなく、社会の担い手として、
ひとりひとりそれぞれの力を最大限に
発揮するようになれば…

14 パブコメ 51 【評価指数】
6.企業におけ
る男性の育児
休暇取得率

　育児休業指数の目標値が30％になっ
ているが、高すぎるのではないかと思
う。実現可能な目標値にするか、ある
いは、P.60～の■施策と取組②男性の
育児休業取得促進、③育児休業期の経
済支援、にある取組を具体化してもっ
と強化すべきと考える。
　子供を持つ時期は若くて賃金も低
い。休業してもっと低くなれば妻も困
るので、取得しないほうが良いと思
う。

　国の少子化社会対策大綱において、
「男性の育児休業取得率」の目標値が
30％となっていることも踏まえ、30％
としています。
　県としても、男女がともに子育てに
関わることについて、男性の育児休業
取得を重要な施策と考えており、目標
達成を目指し取り組んでいきます。

- - -

15 パブコメ 53 【見出し】
推進施策1　多
様性を重視し
た誰もが働き
やすい環境

　性的マイノリティのことも含むのか
を明確にするため、見出しの「多様
性」とは何を意味するか記載すべき。

　P.53の「■課題と対応方針」にて
「性的マイノリティを含む」ことを明
記します。
　また、何の多様性かを明確にするた
め、見出しを「働く人の多様性」に修
正するとともに、「重視」を「尊重」
に変更します。

P.53
見出し

推進施策１　多様性を重視した誰もが
働きやすい環境づくり

推進施策１　働く人の多様性を尊重し
た誰もが働きやすい環境づくり

【見出し】
③男女ともの
活躍がもたら
す奈良県の発
展

50パブコメ 　「男女」にとどまらない幅広い概念
を示しつつ、基本理念との整合をとる
ため、見出しの「男女ともの」を「ひ
とりひとりの」に修正します。併せ
て、本文も整合を図ります。

13 　性に対する考え方が多様になった
今、見出しの「男女ともの～」は「全
ての住民（または人々）の～」と変更
した方がいいのではないか。
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No 区分 ページ 該当箇所 ご意見の概要 県の考え方 修正箇所 修正前 修正後

16 パブコメ 53 【本文】
1-1
■課題と対応
方針

　14～15行目、「さらに、女性だけで
なく障害者・在住外国人などのマイノ
リティの～」は「さらに、被差別部
落、障害者、在住外国人、ＬＧＢＴＱ
などのマイノリティの～」の方が良い
と考える。
また、「多様性を重視した男性も含め
た誰もが働きやすい」の「男性も含め
た」は不要ではないか。

　P.53の「課題と対応方針」中、「さ
らに、・・・」の文章に「性的マイノ
リティを含む」ことを明記するととも
に、「男性も含めた」は削除します。
なお、ＬＧＢＴＱの表現については、
他の計画等との整合性をとるため、
「性的マイノリティ」に統一します。

P.53
■課題
と対応
方針
14行目

さらに、女性だけでなく、障害者・在
住外国人などマイノリティの人々に
とって働きやすい環境を整えていくこ
とを通じて、多様性を重視した男性も
含めた誰もが働きやすい職場づくりを
目指します。

さらに、女性だけでなく、障害者、在
住外国人、性的マイノリティの方など
も含めたすべての人にとって働きやす
い環境を整えていくことを通じて、働
く人の多様性を尊重した誰もが働きや
すい職場づくりを目指します。

17 パブコメ 53 【見出し】
1-1　男性中心
型労働慣行の
是正と多様な
働き方の推進

　「多様な働き方」は「様々な働き
方」の方が良いと考える。

　「多様な」と「様々な」は同義であ
り、国の計画においても「多様な」が
使われていることから、原文どおり
「多様な」で統一します。

- - -

18 パブコメ 54 【本文】
①女性のキャ
リア構築・継
続支援

　仕事上名前を憶えてもらい、顧客等
と関わっていくことは普通のこと。現
在98％の女性が結婚により姓を変更し
ており、キャリアの構築・継続には選
択的夫婦別姓制度を取り入れることも
必要だと思う。

　国の計画においては、夫婦の氏に関
する制度については「国民各層の意見
や国会における議論の動向を注視しな
がら、司法の判断も踏まえ、更なる検
討を進める。」とされており、県とし
ても引き続き動向について注視してい
きます。

- - -

19 パブコメ 54 【本文】
③個別の施策
分野における
働き方改革の
推進

　もともと女性が担っていた職種であ
る、看護師・保育士・介護士につい
て、給与水準が低いことは大きな問題
と考えている。
　1行目の「労働環境の改善が」は
「労働環境・処遇（あるいは条件）の
改善が」の方がよい。

　「労働環境の改善」を「労働環境・
処遇の改善」に修正します。

P.54
③

1行目

…労働環境の改善が特に必要な分野… …労働環境・処遇の改善が特に必要な
分野…

20 パブコメ 54 【本文】
③個別の施策
分野における
働き方改革の
推進

　もともと女性が担っていた職種であ
る、看護師・保育士・介護士につい
て、給与水準が低いことは大きな問題
と考えている。
　7行目の後に4つ目の項目として、
「医療（看護）・保育・介護に関わる
職員の給与を増額する」を加えて欲し
い。

　職員の給与の増額については、制度
や構造的な問題も含むため、個別具体
的な県の施策として記載することは難
しいと考えており、追記しないことと
します。

- - -

21 パブコメ 60 【見出し】
推進施策2　男
女がともに支
えあう家庭生
活の実現

　性に対する考え方が多様になった
今、見出しの「男女がともに～」は
「家族がともに～」と変更した方がい
いのではないか。

　性的マイノリティを含んだ「新しい
家族形態」の存在は承知しています
が、本計画においては、男女の夫婦間
でも理想とする男女共同参画が未達で
あるという理解のもと、理想に近づけ
ていくために原文どおり「男女とも
に」の表現を使います。

- - -
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No 区分 ページ 該当箇所 ご意見の概要 県の考え方 修正箇所 修正前 修正後

22 県民会議 60 【本文】
②男性の育児
休業取得促進

　看護職場では、第一子出産後と小学
校入学時の女性看護師の離職が多い。
パートナーが育児休業を取得できれば
離職防止につながる。男性の育児休業
取得に関する周知を図ってほしい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

23 パブコメ 62 【本文】
⑤保育人材の
確保

　もともと女性が担っていた職種であ
る、看護師・保育士・介護士につい
て、給与水準が低いことは大きな問題
と考えている。
　5行目に「給与の増額について検討
を加え、保育人材確保に努めます。」
を加えて欲しい。

　給与の増額については、制度や構造
的な問題も含むため、個別具体的な県
の施策として記載することは難しいと
考えており、追記しないこととしま
す。

- - -

24 パブコメ 65 【見出し】
推進施策3　男
女ともの暮ら
しの充実

　性に対する考え方が多様になった
今、見出しの「男女ともの～」は「す
べての住民（または人々）ともの～」
と変更した方がいいのではないか。

　一般的な意味での「男女」であるた
め、「男女ともの」を削除します。

P.65
見出し

推進施策３　男女ともの暮らしの充実 推進施策３　暮らしの充実

25 県民会議 68～ 【本文】
4-1（全体）

　国の第5次男女共同参画基本計画案
では第6分野に、同和地区出身者に関
する記述が盛り込まれている。
　県の次期計画においても、推進施策
４の、4-1「困難な状況にある家庭・
個人への支援」に、これまでどおり、
複合的差別を抱えている「被差別部落
出身女性」に関する記述を盛り込んで
ほしい。

（No.26-29にて対応） - - -

26 パブコメ 68 【本文】
4-1
■課題と対応
方針

　5行目に「高齢者、障碍者、在住外
国人など、社会的に立場の弱い人やマ
イノリティの方々は」と記載がある
が、県の第3次計画や国の第5次計画に
記載がある、「ＬＧＢＴＱ」や「部落
差別に関すること」についても明記し
て欲しい。

　記載いたします。
　なお、ＬＧＢＴＱの表現について
は、他の計画等との整合性をとるた
め、「性的マイノリティ」に統一しま
す。

P.68
■課題
と対応
方針

5行目～

また、高齢者、障害者、在住外国人な
ど、社会的に立場の弱い人やマイノリ
ティの方々は、差別や偏見による不当
な扱いなど様々な困難にさらされてい
ます。

また、高齢者、障害者、在住外国人、
性的マイノリティであることや、部落
差別に関すること等を理由として、差
別や偏見による不当な扱いを受けるこ
とにより、様々な社会的困難を抱える
人々がいます。

27 パブコメ 68 【本文】
4-1
■課題と対応
方針

　「社会的弱者」にはＬＧＢＴＱも入
れるべきと考える。

No.26に同じ P.68
■課題
と対応
方針

5行目～

また、高齢者、障害者、在住外国人な
ど、社会的に立場の弱い人やマイノリ
ティの方々は、差別や偏見による不当
な扱いなど様々な困難にさらされてい
ます。

また、高齢者、障害者、在住外国人、
性的マイノリティであることや、部落
差別に関すること等を理由として、差
別や偏見による不当な扱いを受けるこ
とにより、様々な社会的困難を抱える
人々がいます。

28 パブコメ 70 【見出し】
⑧困難を抱え
る女性等への
相談支援

　困難を抱える女性たちへの支援は相
談だけではないので「女性であること
で更に複合的に困難な状況におかれて
いる人々への対応」にして欲しい。

　⑧は相談についての記載であるた
め、⑨の項目を追加して掲載します。

P.70
（⑧の
下に、
見出し
追加）

- ⑨女性であることで更に複合的に困難
な状況に置かれている人々への対応
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29 パブコメ 70 【本文】
⑧困難を抱え
る女性等への
相談支援

　国の第5次男女共同参画計画の第6分
野に記載があるように、女性の複合的
差別についての人権教育・啓発活動や
調査救済活動の取組などについて追記
してほしい。

（No.28の対応と同趣旨）
　⑨の項目を追加し記載いたします。

P.70
（⑨の
本文追
加）

- 高齢者、障害者、在住外国人、性的マ
イノリティであることや、部落差別に
関すること等に加え、女性であること
で更に複合的に困難な状況に置かれて
いる場合には、可能なものについては
実態の把握に努め、人権教育・啓発活
動の促進や、人権侵害の疑いのある事
案を認知した場合においては、国の人
権擁護機関と連携して調査救済活動の
取組を進めます。

30 パブコメ 70 【本文】
4-2
■課題と対応
方針

　本文中の「配偶者や恋人など親密な
関係にある、またはあった者からの暴
力」という表現について、加害者を強
調し、ＤＶが犯罪であることを認識さ
せるため、「あった者からの暴力」と
いう表現を「あった者への暴力」とす
るべきと思う。

　法律においても「配偶者からの暴力
防止」と表現していることから、合わ
せた表現にしています。

- - -

31 パブコメ 71 【本文】
①配偶者等か
らの暴力
（DV）防止と
被害者支援

　デートDVの芽はテレビやアニメの影
響で小学生にも現れているので、「高
校生等の若年層を対象に」となってい
る記載を「小学生・中学生・高校生等
の若年層を対象に」に変えて欲しい。

　「高校生等の若年層」には、小・中
学生も含んでいます。
　具体的な施策については、ご意見を
参考に検討させいていただきます。

- - -

32 パブコメ 71 【本文】
①配偶者等か
らの暴力
（DV）防止と
被害者支援

　ＤＶについては、ジェンダーも含め
て「男女」の対等な関係が形成されて
いないことも要因と考え、少なくとも
中学生からのDV防止教室が必要と考え
る。よって、「高校生等の若年層を対
象に」という記載は「中高生等の若年
層を対象に」に変えて欲しい。

No.31に同じ - - -

33 パブコメ 71 【本文】
①配偶者等か
らの暴力
（DV）防止と
被害者支援

　子どもは年少から、家族・地域・テ
レビ等の影響を受け、そのことがデー
トＤＶ・ＤＶにつながっていく。ＤＶ
防止のために、より年少の児童への啓
発に力を入れることが大切。

（No.31の対応と同趣旨）
　具体的な施策については、ご意見を
参考に検討させいていただきます。

- - -

34 パブコメ 76 【本文】
①男女共同参
画・女性活躍
の意識づくり

　男女共同参画・女性活躍の意識づく
りは大変重要。多くの方に男女共同参
画意識を持っていただくためにも「奈
良県男女共同参画県民会議」への期待
が大きいが、どの程度機能しているの
か疑問。
　また「なら男女共同参画週間イベン
ト」は限られた期間だが、準備期間や
総括も入れると男女共同参画をすすめ
ている団体の交流や研修にもなってお
り、双方の共同、交流ができないもの
か。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -
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35 パブコメ 76 【本文】
5-1
■課題と対応
方針

　固定的役割分担意識を変えるのに幼
児、児童の頃からの教育が大切であ
り、教育、行政関係者が率先して取り
組んでほしい。

　78ページの「５－３幼少期からの男
女共同参画教育の推進」の「施策と取
組」にご意見の趣旨を盛り込んでおり
ます。

- - -

36 パブコメ 76 【本文】
5-2
■課題と対応
方針

　人口の2分の1は女性なのだから女性
の参画をすすめることは当たり前との
意識を持ちたい。県、市町村、各種会
議は率先して取り組んでほしい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

37 パブコメ 76 【本文】
①男女共同参
画・女性活躍
の意識づくり

　女性センターの男女共同参画週間イ
ベントはもっと開かれた企画になるよ
う、広報や開催場所の在り方等を見直
す必要があるのではないか。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

38 パブコメ 76 【本文】
①男女共同参
画・女性活躍
の意識づくり

　若い世代の新しい活動の仕方をサ
ポートできるよう、女性センターの活
用法を見直してはどうか。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

39 パブコメ 78 【見出し】
②学校等にお
ける男女共同
参画教育の推
進

　男女共同参画教育は就学前から必要
であることから、施策名を「就学前教
育・保育と学校における男女共同参画
教育の推進」として欲しい。

　大見出し５－３「幼少期からの」に
「就学前」は含まれており、保育・就
学前教育については、①に記載してい
ることから、原文どおりといたしま
す。

- - -

40 パブコメ 78 【本文】
②学校等にお
ける男女共同
参画教育の推
進

　学校等での男女共同参画の推進は、
意識づくりのための大きな力になると
考えるが、制服や名簿、並び方など、
男女で分けている実態もあり、社会の
流れにとり残されている面もあるので
はないか。研修も含めて隠れたカリ
キュラムの見直しを進めてほしい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -
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41 パブコメ 79 【本文】
①市町村の基
盤づくり支援

　特に吉野郡にいると、男女共同参画
意識は30年前とあまり変わっていない
ように感じる。市町村行政において、
男女共同参画は手を付けられていない
ままではないか。
　十津川村で女性活躍・男女共同参画
プランがつくられたことは、大きな出
来事だと感じた。プランには、男女が
ともに尊重しあい、心身ともに健やか
に暮らせる村づくりが基本理念として
挙げられており、この方向から住民の
方と話せる大きな力になるように感じ
るので、市町村への支援をお願いした
い。
　また、男女共同参画計画策定市町村
数の目標値は、全ての市町村にしてい
ただきたい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。
　目標値については、県内の町村の状
況等を踏まえ、令和3年度～7年度の本
計画期間の目標として30市町村とさせ
ていただきました。

- - -

P.70
（⑧の
下に、
見出し
追加）

- ⑨女性であることで更に複合的に困難
な状況に置かれている人々への対応

P.70
（⑨の
本文追
加）

- 高齢者、障害者、在住外国人、性的マ
イノリティであることや、部落差別に
関すること等に加え、女性であること
で更に複合的に困難な状況に置かれて
いる場合には、可能なものについては
実態の把握に努め、人権教育・啓発活
動の促進や、人権侵害の疑いのある事
案を認知した場合においては、国の人
権擁護機関と連携して調査救済活動の
取組を進めます。

P.70
（⑧の
下に、
見出し
追加）

- ⑨女性であることで更に複合的に困難
な状況に置かれている人々への対応

P.70
（⑨の
本文追
加）

- 高齢者、障害者、在住外国人、性的マ
イノリティであることや、部落差別に
関すること等に加え、女性であること
で更に複合的に困難な状況に置かれて
いる場合には、可能なものについては
実態の把握に努め、人権教育・啓発活
動の促進や、人権侵害の疑いのある事
案を認知した場合においては、国の人
権擁護機関と連携して調査救済活動の
取組を進めます。

42 パブコメ 79

43 パブコメ 79 【本文】
5-5
■施策と取組

　「性的マイノリティ」の対策が弱い
と感じる。

　推進施策4-1において、性的マイノ
リティに関する記載を追記していま
す。

　学校現場でＬＧＢＴＱへの理解に関
する教育を入れるべきではないか。

　4-1.の■施策と取組に、⑨の項目を
追加し、人権教育の推進について記載
します。

【本文】
5-5
■施策と取組

9／11ページ



No 区分 ページ 該当箇所 ご意見の概要 県の考え方 修正箇所 修正前 修正後

44 パブコメ 82 第5章　計画の
推進体制

　役所や企業の中でも関連性のある情
報が共有されていないことが見受けら
れる。
　推進体制については県、市町村、民
間等の連携が大切だが、それぞれの各
部署の連携も大切にしてほしい。

　P.82～83に記載のとおり、県、市町
村、民間等が連携して取り組む際に、
ご意見の趣旨も踏まえて運用します。

- - -

45 県民会議 - 全体へのご意
見

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、女性の賃金の低下や、労働時間の
減少という報告があるので、女性が就
業を継続できるような取組をお願いし
たい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

46 県民会議 - 全体へのご意
見

　正規職員は、育児休業取得と復職が
保証されているが、非常勤の子育て中
の方には、子供を保育園に預けられ
ず、2つの職場を掛け持ちして勤務し
ている方もいるという例もある。子供
を預けられる環境が整えば働きやすく
なると思う。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

47 県民会議 - 全体へのご意
見

　県としても男性保育士を増やす取組
や、男性が保育分野に進出しやすい環
境づくりを進めてほしい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

P.60
■課題
と対応
方針

6行目～

　女性の負担・不安を軽減することは
もとより、その経験が仕事の生産性を
向上させ、地域活動に積極的に参加す
ることにより社会貢献につながるな
ど、仕事や生活に様々な好影響を与え
るとの認識のもと、男性が家事・育児
に対し、積極的に関わる時間を増やし
ていくよう施策を進めます。

　女性の負担が軽減され、夫婦が理想
の子ども数を持つことや女性の仕事と
家庭の両立につながります。また、男
性の家事・子育て経験が仕事の生産性
を向上させ、地域活動に積極的に参加
することにより社会貢献につながるな
ど、仕事や生活に様々な好影響を与え
ると考えられます。このように、男性
が家事・育児に対し、積極的に関わる
時間を増やしていくよう施策を進めま
す。

P.76
■課題
と対応
方針
10行目
～
追加

- …女性が働き続け、仕事で活躍できる
環境づくりの大きな阻害要因となって
います。
　一方で、県の調査結果では、世代間
で固定的性別役割分担意識に差がある
ことがわかっており、時代の変化とと
もに、若い世代の意識は変わってきて
います。

　計画には、女性活躍と少子化には密
接に関連があるということと、世代間
のジェンダーギャップについての記載
も入っていれば良いと思う。

　少子化との関係については、「推進
施策２－１男性の家事・育児等への参
画促進」に追記いたします。
　P.33～34にて、年代別の固定的性別
役割分担意識についての調査結果をお
示ししています。「推進施策５－１女
性の活躍を阻害する固定的性別役割分
担意識の払拭」に追記いたします。
　なお、この計画では、「ジェンダー
ギャップ」という表現ではなく、同趣
旨で「固定的性別役割分担意識」と記
載しています。

48 県民会議 - 全体へのご意
見
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49 パブコメ - 全体へのご意

見
　若い世代は当事者意識を持って関わ
ろうとしている場面も見受けられる。
 その流れを一層加速するためにも、
幼少期からの対応はその保護者をも巻
き込んで「ジェンダーフリー教育」と
はっきり銘打ち、具体的でわかりやす
い取り組みを実施してほしい。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -

50 パブコメ - 全体へのご意
見

 紙媒体での啓発も必要と考えてお
り、プラン概要を一目見てわかるイラ
ストを交えたチラシにして各家庭に届
くよう、市町村にも働きかけてほし
い。

　頂いたご意見は今後の施策の参考と
させて頂きます。

- - -
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